
  

福知山市集会施設等整備事業補助金の交付に係る施行細目 

 

 （趣旨） 

第１条 この施行細目は、福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱（平成２９年福知山

市告示第８号。以下「要綱」という。）第２条に定める補助対象事業について、基準を定

めるものとする。 

 （補助金交付の基準） 

第２条 補助金交付の対象となる事業及び対象とならない事業は、別表に定めるとおりとす

る。 

 

   附 則 

 この施行細目は、令和元年１１月１２日から施行する。 

   附 則 

この改正は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

区分 交付対象となる事業            

１ 集会施設 （１）壁、柱、床、はり及び屋根など主要構造部の改修 

（２）冷暖房空調設備の設置又は取替え 

（３）トイレの水洗化又は洋式化などの設備改修 

（４）調理場の設備設置又は改修 

（５）電気設備の設置又は改修 

（６）上下水道設備の設置又は改修 

（７）敷地内に定着する工作物の設置又は改修 

（８）建物に附属する建具の設置又は改修 

（９）高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上を図るための改修 

（10）建物登記費用 

（11）設計監理料 

（12）建築確認申請費用 

２ 放送施設 （１）既設放送施設の増設又は改修 

（２）有線放送施設の無線化 

 

区分 交付対象とならない事業 

１ 集会施設 （１）改修を伴わない防蟻、防虫処理業務 

（２）解体のみを目的とするもの 

 


